
広報たぶせNo.1075広報たぶせNo.1075５

②お帰りなさい！親元同居・近居住宅取得応援事業　【基本交付額　5万円】

『子育て世代』や『親元同居・近居する人』の住宅取得を応援しています！

　町内に新たに住宅を新築・中古購入する人で、
中学生以下の子どもを扶養している人に、補助
金10万円（最高35万円）を交付します。
※右表の加算要件に該当する場合は、基本交付
額に加算します。

問企画財政課 企画係　☎ 52-5803

　町内に住宅を新築・中古購入する人で、親世帯と新たに同居する人や町内に近居する人に、補助金5万円（最
高15万円）を交付します。
※住民異動により町外から町内に転入する場合は、基本交付額に10万円加算します。

◇対象者要件
①町内に住宅を新築または中古購入する人
②町内に親世帯が５年以上在住している人、また
は町内に子世帯が５年以上在住しており親世帯
の住民異動により新たに同居を開始する人
※すでに同居している人は対象外です。

◇住宅要件
①住宅登記を完了していること。
②住宅の持分が申請世帯（親世帯を除く）の合計
で２分の１以上であること。
※その他要件の詳細は、お問い合わせください。

◇住宅要件
①住宅登記を完了していること。
②住宅の持分が子世帯の合計で２分の１以上で
あること。

本事業とセットで『【フラット 35】地域連携型（子育て支援）』を利用できます
　『【フラット 35】地域連携型』とは、子育て支援に対する積極的な取組を行う田布施
町と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する田布施町による補助金交付などの財
政的支援とあわせて、『フラット 35』の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
※詳細は、フラット 35サイトをご覧ください。申請書も取得できます。

共通事項
◇申請期間
　令和9年3月末まで
※令和9年2月26日（金）までに事前相談が必要。
◇申請方法
　企画財政課企画係（2階⑩窓口）で事前相談の
上、登記完了後6か月以内に申請する。
※子育て住まいる支援事業と親元同居・近居住
宅取得応援事業の併用はできません。
※県が実施する支援事業とは異なる事業です。

①子育て住まいる支援事業　【基本交付額　10万円】

◇注意事項
　以下の人は対象外となります。
①平成27年度～令和7年度に実施した同事業
（子育て世代住宅取得商品券交付事業を含む）
で交付を受けた人
②国や地方公共団体が行う用地買収などでの新
築や移転を行った人
③災害などに伴う保険給付により新築や移転を
行った人
④増築や住宅改修を予定している人

移住・定住・子育て支援として

加算要件 加算額

中学生以下の子どもを
２人以上扶養している場合

2人 ５万円加算

3人以上 10万円加算

町内に親世帯が５年以上在住しており
同居・近居する場合

５万円加算

住民異動により
町外から町内に転入する場合

10万円加算


